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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】係止フックが自重により玩具本体内に没入し、
吊り下げる時は玩具本体をひっくり返して自重で係止フ
ックを突出させる吊り下げ玩具を提供する。
【解決手段】吊り下げ玩具は、玩具本体１０と係止フッ
ク５０とからなる。係止フック５０は、一方に係止孔５
１が形成され、他方に被係合部５２が設けられている。
玩具本体１０は、係止フックを案内する案内部３４を有
する。案内部には、係止フックを玩具本体から出没させ
る開口４２と、係止フックを開口に摺動可能に案内する
ガイド凹部４１と、ガイド凹部内に形成され、係止フッ
クの被係合部５２に係合し、係止フックの摺動範囲を規
制する係合部３６，３８とが設けられている。
【選択図】図７
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
  玩具本体と係止フックとからなり、
　係止フックは、細長状に形成され、長手方向の一方に係止孔が形成され、長手方向の他
方に被係合部が設けられ、
　玩具本体は、係止フックを案内する案内部を有し、
　案内部には、前記係止フックを玩具本体から出没させる開口と、前記係止フックを開口
に摺動可能に案内するガイド凹部と、前記ガイド凹部内に形成され、前記係止フックの被
係合部に係合し、係止フックの摺動範囲を規制する係合部とが設けられ、
　前記係止フックは、前記案内部のガイド凹部内に、自重により開口から出没するように
設けられ、被係合部が案内部の係合部に係合して係止孔の突出範囲が規制され、開口を上
部にすると玩具本体内に没入し、開口を下部にすると玩具本体から突出することを特徴と
する吊り下げ玩具。
【請求項２】
　前記玩具本体は、前体部と後体部の二分割で構成され、
　前体部と後体部の接合面に、前体部と後体部を接合することにより案内部のガイド凹部
を形成するガイド溝が形成され、
　前記ガイド溝に前記係合部が形成されていることを特徴とする請求項１記載の吊り下げ
玩具。
【請求項３】
　玩具本体には、案内部品が取り付けられ、
　案内部品に前記案内部が形成されていることを特徴とする請求項１記載の吊り下げ玩具
。
【請求項４】
　前記玩具本体は、前体部と後体部の二分割で構成され、
　前体部と後体部の接合面に、前記案内部品を嵌合して取り付ける前嵌合凹部と後嵌合凹
部が形成され、
　前記案内部品は、前部品と後部品の二分割で構成され、
　前部品と後部品の接合面に、前部品と後部品を接合することにより案内部のガイド凹部
を形成するガイド溝が形成され、
　前記ガイド溝に前記係合部が形成されていることを特徴とする請求項３記載の吊り下げ
玩具。
【請求項５】
  前記係止フックの被係合部は、係合軸又は係合長孔で形成され、
　前記案内部の係合部は、前記係止フックの係合軸に係合する係合長溝又は前記係止フッ
クの係合長孔に係合する係合突起で形成されており、
　前記係止フックは、係合軸又は係合長孔が案内部の係合長溝又は係合突起に係合して係
止孔の突出範囲が規制されていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載
の吊り下げ玩具。
【請求項６】
　前記係止フックの一方側端部は、前記開口を塞ぎ、前記玩具本体の外面の一部を構成す
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の吊り下げ玩具。
【請求項７】
　前記玩具本体は、胴体と頭体からなる人形玩具の頭体であって、
　前記係止フックは、頭体に設けられ、頭体の上部に設けられた開口から出没するように
構成されていることを特徴とする請求項１記載の吊り下げ玩具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本願考案は、出没する係止フックを備えた吊り下げ玩具に関する。
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【背景技術】
【０００２】
  従来、吊り下げることができる吊り下げ玩具が存在した。この吊り下げ玩具は、一側に
係止フックを備え、係止フックをストラップ、キーホルダー等の懸吊部材に取り付け、携
帯電話、バッグ、財布等の小物入れにぶら下げて携帯できる（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１２１０９８号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
  上記した吊り下げ玩具は、吊り下げていない状態、即ち台、机上に載置している状態の
時は、一側から係止フックが常に突出しているので、外観上好ましくなく、見栄えが悪い
という問題点があった。また、係止フックが常に突出しているので、引っ掛け易く、邪魔
であるという問題点があった。
【０００５】
  本願考案は、上記問題点に鑑み案出したものであって、載置している状態の時は、係止
フックが自重により玩具本体内に没入しているので、外観上好ましく、邪魔にはならず、
吊り下げる時は玩具本体をひっくり返して自重で係止フックを突出させる吊り下げ玩具を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  本願請求項１に係る吊り下げ玩具は、上記目的を達成するため、玩具本体と係止フック
とからなり、係止フックは、細長状に形成され、長手方向の一方に係止孔が形成され、長
手方向の他方に被係合部が設けられ、玩具本体は、係止フックを案内する案内部を有し、
案内部には、前記係止フックを玩具本体から出没させる開口と、前記係止フックを開口に
摺動可能に案内するガイド凹部と、前記ガイド凹部内に形成され、前記係止フックの被係
合部に係合し、係止フックの摺動範囲を規制する係合部とが設けられ、前記係止フックは
、前記案内部のガイド凹部内に、自重により開口から出没するように設けられ、被係合部
が案内部の係合部に係合して係止孔の突出範囲が規制され、開口を上部にすると玩具本体
内に没入し、開口を下部にすると玩具本体から突出することを特徴とする。
【０００７】
  本願請求項２に係る吊り下げ玩具は、上記目的を達成するため、前記玩具本体は、前体
部と後体部の二分割で構成され、前体部と後体部の接合面に、前体部と後体部を接合する
ことにより案内部のガイド凹部を形成するガイド溝が形成され、前記ガイド溝に前記係合
部が形成されていることを特徴とする。
【０００８】
  本願請求項３に係る吊り下げ玩具は、上記目的を達成するため、玩具本体には、案内部
品が取り付けられ、案内部品に前記案内部が形成されていることを特徴とする。
【０００９】
  本願請求項４に係る吊り下げ玩具は、上記目的を達成するため、前記玩具本体は、前体
部と後体部の二分割で構成され、前体部と後体部の接合面に、前記案内部品を嵌合して取
り付ける前嵌合凹部と後嵌合凹部が形成され、前記案内部品は、前部品と後部品の二分割
で構成され、前部品と後部品の接合面に、前部品と後部品を接合することにより案内部の
ガイド凹部を形成するガイド溝が形成され、前記ガイド溝に前記係合部が形成されている
ことを特徴とする。
【００１０】
  本願請求項５に係る吊り下げ玩具は、上記目的を達成するため、前記係止フックの被係
合部は、係合軸又は係合長孔で形成され、前記案内部の係合部は、前記係止フックの係合
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軸に係合する係合長溝又は前記係止フックの係合長孔に係合する係合突起で形成されてお
り、前記係止フックは、係合軸又は係合長孔が案内部の係合長溝又は係合突起に係合して
係止孔の突出範囲が規制されていることを特徴とする。
【００１１】
  本願請求項６に係る吊り下げ玩具は、上記目的を達成するため、前記係止フックの一方
側端部は、前記開口を塞ぎ、前記玩具本体の外面の一部を構成することを特徴とする。
【００１２】
  本願請求項７に係る吊り下げ玩具は、上記目的を達成するため、前記玩具本体は、胴体
と頭体からなる人形玩具の頭体であって、前記係止フックは、頭体に設けられ、頭体の上
部に設けられた開口から出没するように構成されていることを特徴とする。
【考案の効果】
【００１３】
  本願考案に係る吊り下げ玩具は、玩具本体と係止フックとからなる。係止フックは、細
長状に形成され、長手方向の一方に係止孔が形成され、長手方向の他方に被係合部が設け
られている。玩具本体は、係止フックを案内する案内部を有する。案内部には、前記係止
フックを玩具本体から出没させる開口と、前記係止フックを開口に摺動可能に案内するガ
イド凹部と、前記ガイド凹部内に形成され、前記係止フックの被係合部に係合し、係止フ
ックの摺動範囲を規制する係合部とが設けられている。前記係止フックは、前記案内部の
ガイド凹部内に、自重により開口から出没するように設けられ、被係合部が案内部の係合
部に係合して係止孔の突出範囲が規制され、開口を上部にすると玩具本体内に没入し、開
口を下部にすると玩具本体から突出する。
【００１４】
  本願考案に係る吊り下げ玩具は、玩具本体の開口を上向きにして、玩具本体を台、机上
に載置すると、係止フックが自重により玩具本体のガイド凹部内に没入しているので、外
観を損なうことなく見た目を良くし、引っ掛け易い邪魔な部分がないという効果がある。
また、吊り下げる時は、玩具本体の開口を下側に向けるだけで、係止フックが自重で突出
し、係止フックの係止孔にストラップ、キーホルダー等の懸吊部材に取り付け、簡単に吊
り下げ玩具にすることができるという効果がある。
【００１５】
  本願考案に係る吊り下げ玩具は、前記玩具本体が前体部と後体部の二分割で構成されて
いる。前体部と後体部の接合面には、前体部と後体部を接合することにより案内部のガイ
ド凹部を形成するガイド溝が形成されている。前記ガイド溝には前記係合部が形成されて
いる。
【００１６】
  本願考案に係る吊り下げ玩具は、上記効果に加え、前体部と後体部を接合すると、前体
部の接合面に形成されたガイド溝と後体部の接合面に形成されたガイド溝が重なってガイ
ド凹部を形成するので、前体部と後体部を接合する前に、前体部又は後体部のガイド溝に
係止フックを配置しておくことができ、組み立てが容易であるという効果がある。また、
ガイド溝に係合部を形成できるので、製造が容易であるという効果がある。
【００１７】
　本願考案に係る吊り下げ玩具は、上記効果に加え、玩具本体に案内部品が取り付けられ
、当該案内部品に前記案内部が形成されている。玩具本体と材質等の異なる別の案内部品
に案内部を形成することにより、係止フックの出没をより一層滑らかにすることができる
という効果がある。
【００１８】
  本願考案に係る吊り下げ玩具は、前記玩具本体が前体部と後体部の二分割で構成され、
前体部と後体部の接合面に、前記案内部品を嵌合して取り付ける前嵌合凹部と後嵌合凹部
が形成されている。前記案内部品は、前部品と後部品の二分割で構成され、前部品と後部
品の接合面に、前部品と後部品を接合することにより案内部のガイド凹部を形成するガイ
ド溝が形成され、前記ガイド溝に前記係合部が形成されている。
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【００１９】
  本願考案に係る吊り下げ玩具は、上記効果に加え、前部品と後部品を接合すると、前部
品の接合面に形成されたガイド溝と後部品の接合面に形成されたガイド溝が重なってガイ
ド凹部を形成するので、前部品と後部品を接合する前に、前部品又は後部品のガイド溝に
係止フックを配置しておくことができ、組み立てが容易であるという効果がある。また、
ガイド溝に係合部を形成できるので、製造が容易であるという効果がある。係止フックを
ガイド凹部に摺動可能に取り付けた案内部品を、前体部の接合面に形成された前嵌合凹部
と後体部の接合面に形成された後嵌合凹部に嵌合するようにして、前体部と後体部を接合
することによって、簡単に組み立てができるという効果がある。
【００２０】
  本願考案に係る吊り下げ玩具は、前記係止フックの被係合部が、係合軸又は係合長孔で
形成されている。前記案内部の係合部は、前記係止フックの係合軸に係合する係合長溝又
は前記係止フックの係合長孔に係合する係合突起で形成されている。前記係止フックは、
係合軸又は係合長孔が案内部の係合長溝又は係合突起に係合して係止孔の突出範囲が規制
されている。
【００２１】
  本願考案に係る吊り下げ玩具は、上記効果に加え、係合軸が係合長溝に摺動可能に係合
し、係合軸の移動できる範囲が係合長溝によって規制され、又は、係合長孔が係合突起に
摺動可能に係合し、係合長孔の移動できる範囲が係合突起によって規制されているので、
係止フックの係止孔の突出範囲が規制され、係止フックがガイド凹部から飛び出てしまう
ことがないという効果がある。
【００２２】
  本願考案に係る吊り下げ玩具は、前記係止フックの一方側端部が、前記開口を塞ぎ、前
記玩具本体の外面の一部を構成するので、開口が見え難くなっており、玩具本体の外観を
損なうことがないという効果がある。
【００２３】
  本願考案に係る吊り下げ玩具は、前記玩具本体が、胴体と頭体からなる人形玩具の頭体
である。前記係止フックは、頭体に設けられ、頭体の上部に設けられた開口から出没する
ように構成されている。
【００２４】
  本願考案に係る吊り下げ玩具は、頭体の開口を上向きにして、人形玩具を台、机上に立
たせると、係止フックが自重により頭体のガイド凹部内に没入しているので、人形玩具の
外観を損なうことなく見た目を良くし、引っ掛け易い邪魔な部分がないという効果がある
。また、吊り下げる時は、頭体の開口を下側に向けるだけで、係止フックが自重で突出し
、係止フックの係止孔にストラップ、キーホルダー等の懸吊部材に取り付け、簡単に吊り
下げ人形玩具にすることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本願考案の一実施例に係る吊り下げ玩具の斜視図であって、（ａ）が前方からみ
た斜視図、（ｂ）が後方からみた斜視図である。
【図２】図１の吊り下げ玩具の動きを説明する斜視図であって、（ａ）が開口を上向きに
した斜視図、（ｂ）が開口を下向きにした斜視図である。
【図３】人形玩具の胴体を説明する説明図である。
【図４】図３の胴体の内部構造を説明する説明図である。
【図５】吊り下げ玩具の頭体を一方からみた分解斜視図である。
【図６】図５の頭体を他方からみた分解斜視図である。
【図７】図５の頭体内の係止フックの動きを説明する説明図である。
【図８】他の形態の頭体を一方からみた分解斜視図である。
【図９】図８の頭体を他方からみた分解斜視図である。
【図１０】図８の頭体内の係止フックの動きを説明する説明図である。
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【図１１】頭髪を省略した他の吊り下げ玩具の正面図であって、（ａ）が前方からみた図
、（ｂ）が前方からみた透視図である。
【図１２】図１１の頭体の分解斜視図である。
【図１３】図１１の案内部品の分解斜視図である。
【図１４】図１１の頭体内の係止フックの動きを説明する説明図である。
【考案を実施するための形態】
【００２６】
  吊り下げ玩具１は、図１，２に示すように、玩具本体１０と係止フック５０とからなる
。係止フック５０は、図５に示すように、細長状に形成され、長手方向の一方に係止孔５
１が形成され、長手方向の他方に被係合部５２が設けられている。玩具本体１０は、図７
に示すように、係止フック５０を案内する案内部３４を有する。案内部３４には、前記係
止フック５０を玩具本体１０から出没させる開口４２と、前記係止フック５０を開口４２
に摺動可能に案内するガイド凹部４１と、前記ガイド凹部４１内に形成され、前記係止フ
ック５０の被係合部５２に係合し、係止フック５０の摺動範囲を規制する係合部３６，３
８とが設けられている。前記係止フック５０は、前記案内部３４のガイド凹部４１内に、
自重により開口４２から出没するように設けられ、被係合部５２が案内部３４の係合部３
６，３８に係合して係止孔５１の突出範囲が規制され、開口４２を上部にすると玩具本体
１０内に没入し（図７（ａ）参照）、開口４２を下部にすると玩具本体１０から突出する
（図７（ｂ）参照）。
【００２７】
  吊り下げ玩具１は、図１に示すように、玩具本体１０の開口４２を上向きにして、玩具
本体１０を台、机上に載置すると、係止フック５０が自重により玩具本体１０のガイド凹
部４１内に没入しているので、外観を損なうことなく見た目を良くし、引っ掛け易い邪魔
な部分がない。また、吊り下げる時は、図２（ｂ）に示すように、玩具本体１０の開口４
２を下側に向けるだけで、係止フック５０が自重で突出し、係止フック５０の係止孔５１
にストラップ、キーホルダー等の懸吊部材に取り付け、簡単に吊り下げ玩具にすることが
できる。
【００２８】
  吊り下げ玩具１は、図５，６に示すように、前記玩具本体１０が前体部１１と後体部１
５の二分割で構成されている。前体部１１と後体部１５の接合面１２ａ，１３ａ、１５ａ
には、前体部１１と後体部１５を接合することにより案内部３４のガイド凹部４１を形成
するガイド溝３７，３９、３５が形成されている。前記ガイド溝３７，３９、３５には前
記係合部３８，３６が形成されている。
【００２９】
  吊り下げ玩具１は、前体部１１と後体部１５を接合すると、前体部１１の接合面１２ａ
，１３ａに形成されたガイド溝３７，３９と後体部１５の接合面１５ａに形成されたガイ
ド溝３５が重なってガイド凹部４１を形成するので、前体部１１と後体部１５を接合する
前に、前体部１１又は後体部１５のガイド溝３７，３９、３５に係止フック５０を配置し
ておくことができ、組み立てが容易である。また、ガイド溝３７，３９、３５に係合部３
８，３６を形成できるので、製造が容易である。
【００３０】
　吊り下げ玩具１は、図１１，１２に示すように、玩具本体１０に案内部品６０が取り付
けられ、当該案内部品６０に前記案内部３４が形成されている。玩具本体１０と材質等の
異なる別の案内部品６０に案内部３４を形成することにより、係止フック５０の出没をよ
り一層滑らかにすることができる。
【００３１】
  吊り下げ玩具１は、図１２に示すように、前記玩具本体１０が前体部１１と後体部１５
の二分割で構成され、前体部１１と後体部１５の接合面１２ａ，１３ａ、１５ａに、前記
案内部品６０を嵌合して取り付ける前嵌合凹部１９と後嵌合凹部２９が形成されている。
前記案内部品６０は、前部品６１と後部品６２の二分割で構成され、前部品６１と後部品
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６２の接合面６１ａ，６２ａに、前部品６１と後部品６２を接合することにより案内部３
４のガイド凹部４１を形成するガイド溝３７，３５が形成され、前記ガイド溝３７，３５
に係合部４３、３８，３６が形成されている。
【００３２】
  吊り下げ玩具１は、前部品６１と後部品６２を接合すると、前部品６１の接合面６１ａ
に形成されたガイド溝３７と後部品６２の接合面６２ａに形成されたガイド溝３５が重な
ってガイド凹部４１を形成するので、前部品６１と後部品６２を接合する前に、前部品６
１又は後部品６２のガイド溝３７，３５に係止フック５０を配置しておくことができ、組
み立てが容易である。また、ガイド溝３７，３５に係合部４３を形成できるので、製造が
容易である。吊り下げ玩具１は、係止フック５０をガイド凹部４１に摺動可能に取り付け
た案内部品６０を、前体部１１の接合面１２ａに形成された前嵌合凹部１９と後体部１５
の接合面１５ａに形成された後嵌合凹部２９に嵌合するようにして、前体部１１と後体部
１５を接合することによって、簡単に組み立てができる。
【００３３】
  吊り下げ玩具１は、前記係止フック５０の被係合部が、係合軸５２又は係合長孔５４で
形成されている。前記案内部３４の係合部は、前記係止フック５０の係合軸５２に係合す
る係合長溝３６，３８又は前記係止フック５０の係合長孔５４に係合する係合突起４３で
形成されている。前記係止フック５０は、係合軸５２又は係合長孔５４が案内部３４の係
合長溝３６，３８又は係合突起４３に係合して係止孔５１の突出範囲が規制されている。
【００３４】
  吊り下げ玩具１は、図７に示すように、係合軸５２が係合長溝３６，３８に摺動可能に
係合し、係合軸５２の移動できる範囲が係合長溝３６，３８によって規制され、又は、図
１０に示すように、係合長孔５４が係合突起４３に摺動可能に係合し、係合長孔５４の移
動できる範囲が係合突起４３によって規制されているので、係止フック５０の係止孔５１
の突出範囲が規制され、係止フック５０がガイド凹部４１から飛び出てしまうことがない
。
【００３５】
  吊り下げ玩具１は、前記係止フック５０の一方側端部５３が、前記開口４２を塞ぎ、前
記玩具本体１０の外面の一部を構成するので、開口４２が見え難くなっており、玩具本体
１０の外観を損なうことがない。
【００３６】
  吊り下げ玩具１は、図１に示すように、前記玩具本体が胴体２と頭体１０からなる人形
玩具１の頭体１０である。前記係止フック５０は、頭体１０に設けられ、頭体１０の上部
に設けられた開口４２から出没するように構成されている。
【００３７】
  吊り下げ玩具１は、図１に示すように、頭体１０の開口４２を上向きにして、人形玩具
を台、机上に立たせると、係止フック５０が自重により頭体１０のガイド凹部４１内に没
入しているので、人形玩具の外観を損なうことなく見た目を良くし、引っ掛け易い邪魔な
部分がない。また、吊り下げる時は、図２（ｂ）に示すように、頭体１０の開口４２を下
側に向けるだけで、係止フック５０が自重で突出し、係止フック５０の係止孔５１にスト
ラップ、キーホルダー等の懸吊部材に取り付け、簡単に吊り下げ人形玩具にすることがで
きる。
【００３８】
  さらに吊り下げ玩具について詳細に説明する。図１に示すように、人形玩具１は、胴体
２と頭体１０とからなる。図３，４に示すように、胴体２は、上半身部３と、上半身部３
の肩部に回動可能に取り付けられた腕部４，５と、上半身部３の下部に回動可能に取り付
けられた脚部６，７と、上半身部３の上部に形成された首部８とからなる。首部８は、軸
部８ａと、軸部８ａの上端に形成されたフランジ８ｂとで構成されている。
【００３９】
　頭体１０は、図５，６に示すように、前頭部１１と後頭部１５の二分割で構成されてい
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る。さらに、前頭部１１は、顔面部１２と前髪部１３で構成されている。顔面部１２の接
合面１２ａには、一対の中間嵌合凸部１６ａ，１６ｂと下部嵌合凸部１７ａ，１７ｂが形
成されている。また、前髪部１３の接合面１３ａには、一対の上部嵌合凸部１８ａ，１８
ｂが形成されている。後頭部１５の接合面１５ａには、一対の中間嵌合凹部２６ａ，２６
ｂと、一対の下部嵌合凹部２７ａ，２７ｂと、一対の上部嵌合凹部２８ａ，２８ｂが形成
されている。頭体１０は、顔面部１２の一対の中間嵌合凸部１６ａ，１６ｂを後頭部１５
の一対の中間嵌合凹部２６ａ，２６ｂに嵌合し、顔面部１２の一対の下部嵌合凸部１７ａ
，１７ｂを後頭部１５の一対の下部嵌合凹部２７ａ，２７ｂに嵌合し、前髪部１３の一対
の上部嵌合凸部１８ａ，１８ｂを後頭部１５の一対の上部嵌合凹部２８ａ，２８ｂに嵌合
して、顔面部１２と前髪部１３を後頭部１５に連結して組み立てられる。
【００４０】
　図５に示すように、前記後頭部１５の接合面１５ａ下部には、前記胴体２の首部８を嵌
合する首部嵌合凹部３２が形成されている。首部嵌合凹部３２は、半軸凹部３２ａと半フ
ランジ凹部３２ｂとからなる。図６に示すように、前記顔面部１２の接合面１２ａ下部に
は、前記胴体２の首部８を嵌合する首部嵌合凹部３１が形成されている。首部嵌合凹部３
１は、半軸凹部３１ａと半フランジ凹部３１ｂとからなる。頭体１０は、胴体２の首部８
に回動可能に取り付けることができる。即ち、胴体２の軸部８ａの両側から後頭部１５の
半軸凹部３２ａと顔面部１２の半軸凹部３１ａを嵌合し、胴体２のフランジ８ｂの両側か
ら後頭部１５の半フランジ凹部３２ｂと顔面部１２の半フランジ凹部３１ｂを嵌合して、
上記したように顔面部１２を後頭部１５に連結する。このようにして、頭体１０は、胴体
２の首部８に回動可能に取り付けられる。
【００４１】
　図５に示すように、 後頭部１５の接合面１５ａの略中央には、上下方向に伸びる断面
略コ字状のガイド溝３５が形成されている。ガイド溝３５は、底壁３５ａと側壁３５ｂ、
３５ｃで略コ字状となり、接合面１５ａの後頭部１５下部から後頭部上端３５ｄまで延設
され、上端が開放されている。ガイド溝３５の底壁３５ａには、上下方向に伸びる係合溝
３６が形成されている。
【００４２】
　図６に示すように、 顔面部１２の接合面１２ａの略中央には、上下方向に伸びる断面
略コ字状のガイド溝３７が形成されている。ガイド溝３７は、底壁３７ａと側壁３７ｂ、
３７ｃで略コ字状となり、接合面１２ａの顔面部１２下部から顔面部上端３７ｄまで延設
され、上端が開放されている。ガイド溝３７の底壁３７ａには、上下方向に伸びる係合溝
３８が形成されている。また、 前髪部１３の接合面１３ａの略中央には、上下方向に伸
びる断面略コ字状のガイド溝３９が形成されている。ガイド溝３９は、底壁３９ａと側壁
３９ｂ、３９ｃで略コ字状となり、接合面１３ａの前髪部下端３９ｅから前髪部上端３９
ｄまで延設され、上端及び下端が開放されている。
【００４３】
　頭体１０は、上記したように、顔面部１２と前髪部１３を後頭部１５に連結して組み立
てると、後頭部１５のガイド溝３５に顔面部１２のガイド溝３７と前髪部１３のガイド溝
３９が重なり、ガイド凹部４１が形成される。ガイド凹部４１の上端は開放されており、
開口４２を形成する。この開口４２は、頭体１０の頭頂部に位置している。この開口４２
と、ガイド凹部４１と、係合溝（係合部）３６，３８によって案内部３４を構成している
。
【００４４】
　図５に示すように、頭体１０の案内部３４のガイド凹部４１内に係止フック５０が上下
方向に摺動可能に案内されている。係止フック５０は、細長板状に形成され、上端側（一
方）に係止孔５１が形成され、下端側（他方）に係合軸５２が形成されている。係止フッ
ク５０は、前記した頭体１０の組み立て時に、係合軸５２の両側を後頭部１５の係合溝３
６と顔面部１２の係合溝３８に係合させ、後頭部１５のガイド溝３５と顔面部１２のガイ
ド溝３７及び前髪部１３のガイド溝３９内に挿設しておくことにより、頭体１０内に組み
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込まれる。
【００４５】
　係止フック５０は、係合軸５２が係合溝３６，３８の移動可能範囲で上下することがで
き、最下位置の時には、上端５３が頭体１０の開口４２を塞ぐようになっている、上端５
３は、頭体１０の外面の一部を構成するように湾曲して形成されていても良い。
【００４６】
　人形玩具１を机、台上に立たせている時は、図７（ａ）に示すように、係止フック５０
が自重により頭体１０のガイド凹部４１内に没入しているので、係止フック５０が人形玩
具１の見栄えを悪くすることもなく、邪魔に成るわけでもない（図２（ａ）参照）。人形
玩具１を、ストラップ、キーホルダー等の懸吊部材で吊り下げる場合は、人形玩具１を逆
さまにして、頭体１０の開口４２を下側に向けると、図７（ｂ）に示すように、係止フッ
ク５０が自重により頭体１０のガイド凹部４１内から突出するので（図２（ｂ）参照）、
係止フック５０の係止孔５１にストラップ、キーホルダー等の懸吊部材を引っ掛けて簡単
に吊り下げることができる。
【００４７】
　上記実施の形態では、係止フック５０に係合軸５２を設け、ガイド凹部４１に係合溝３
６，３８を設けたが、逆に係止フック５０に係合長孔５４を設け、ガイド凹部４１に係合
突起４３を設けても構わない。即ち、図８に示すように、後頭部１５のガイド溝３５の底
壁３５ａには、係合突起４３が形成されている。図９に示すように、顔面部１２のガイド
溝３７の底壁３７ａには、軸受穴４４が形成されている。頭体１０は、上記したように、
顔面部１２と前髪部１３を後頭部１５に連結して組み立てると、後頭部１５の係合突起４
３の先端が顔面部１２の軸受け穴４４に嵌合する。
【００４８】
　頭体１０のガイド凹部４１内に収納される係止フック５０は、細長板状に形成され、上
端側（一方）に係止孔５１が形成され、下部側（他方）に係合長孔５４が形成されている
。係合長孔５４は、長手方向に向かって伸びるように形成されている。係止フック５０は
、前記した頭体１０の組み立て時に、ガイド凹部４１の係合突起４３を係合長孔５４に係
合させ、後頭部１５のガイド溝３５と顔面部１２のガイド溝３７及び前髪部１３のガイド
溝３９内に挿設しておくことにより、頭体１０内に組み込まれる。係止フック５０は、係
合長孔５４の上下端が係合突起４３に当接するまでの移動可能範囲で上下することができ
、最下位置の時には、上端５３が頭体１０の開口４２を塞ぐようになっている。
【００４９】
　人形玩具１を机、台上に立たせている時は、図１０（ａ）に示すように、係止フック５
０が自重により頭体１０のガイド凹部４１内に没入しているので、係止フック５０が人形
玩具１の見栄えを悪くすることもなく、邪魔に成るわけでもない（図２（ａ）参照）。人
形玩具１を、ストラップ、キーホルダー等の懸吊部材で吊り下げる場合は、人形玩具１を
逆さまにして、頭体１０の開口４２を下側に向けると、図１０（ｂ）に示すように、係止
フック５０が自重により頭体１０のガイド凹部４１内から突出するので（図２（ｂ）参照
）、係止フック５０の係止孔５１にストラップ、キーホルダー等の懸吊部材を引っ掛けて
簡単に吊り下げることができる。
【００５０】
　上記実施の形態では、頭体１０に係止フック５０を案内する案内部３４を形成した。案
内部３４には、係止フック５０を頭体１０から出没させる開口４２と、係止フック５０を
開口４２に摺動可能に案内するガイド凹部４１と、ガイド凹部４１内に形成され、係止フ
ック５０の被係合部５２、５４に係合し、係止フック５０の摺動範囲を規制する係合部３
６，３８、４３とが設けられている。この案内部３４が形成された案内部品６０を、図１
１に示すように、頭体１０に組み込むようにしても構わない。
【００５１】
　案内部品６０は、図１３に示すように、前部品６１と後部品６２の二分割で構成されて
いる。後部品６２の接合面６２ａには、一対の嵌合軸６４，６４が形成されている。また
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、前部品６１の接合面６１ａには、一対の嵌合孔６３，６３が形成されている。案内部品
６０は、前部品６１の一対の嵌合孔６３，６３に後部品６２の一対の嵌合軸６４，６４を
嵌合して、前部品６１と後部品６２を連結して組み立てられる。
【００５２】
　図１３に示すように、 後部品６２の接合面６２ａの略中央には、上下方向に伸びる断
面略コ字状のガイド溝３５が形成されている。ガイド溝３５は、前述したように、底壁３
５ａと側壁３５ｂ、３５ｃで略コ字状となり、接合面６２ａの後部品６２下部から後部品
上端３５ｄまで延設され、上端が開放されている。
【００５３】
　図１３に示すように、 前部品６１の接合面６１ａの略中央には、上下方向に伸びる断
面略コ字状のガイド溝３７が形成されている。ガイド溝３７は、前述したように、底壁３
７ａと側壁３７ｂ、３７ｃで略コ字状となり、接合面６１ａの前部品６１下部から前部品
上端３７ｄまで延設され、上端が開放されている。
【００５４】
　図１２に示すように、後部品６２のガイド溝３５の底壁３５ａには、係合突起４３が形
成されている。前部品６１のガイド溝３７の底壁３７ａには、軸受穴４４が形成されてい
る。案内部品６０は、上記したように、前部品６１と後部品６２を連結して組み立てると
、後部品６２の係合突起４３の先端が前部品６１の軸受け穴４４に嵌合する。
【００５５】
　案内部品６０のガイド凹部４１内に収納される係止フック５０は、細長板状に形成され
、上端側（一方）に係止孔５１が形成され、下部側（他方）に係合長孔５４が形成されて
いる。係合長孔５４は、長手方向に向かって伸びるように形成されている。係止フック５
０は、前記した案内部品６０の組み立て時に、ガイド凹部４１の係合突起４３を係合長孔
５４に係合させ、後部品６２のガイド溝３５と前部品６１のガイド溝３７内に挿設してお
くことにより、案内部品６０内に組み込まれる。係止フック５０は、係合長孔５４の上下
端が係合突起４３に当接するまでの移動可能範囲で上下することができる。
【００５６】
　頭体１０は、図１２に示すように、前頭部１１と後頭部１５の二分割で構成されている
。さらに、前頭部１１は、顔面部１２と前髪部１３で構成されている。顔面部１２の接合
面１２ａには、前記案内部品６０を嵌合する前嵌合凹部１９が形成されている。後頭部１
５の接合面１５ａには、前記案内部品６０を嵌合する後嵌合凹部２９が形成されている。
頭体１０は、顔面部１２の前嵌合凹部１９と後頭部１５の後嵌合凹部２９に案内部品６０
を嵌合し、顔面部１２と前髪部１３を後頭部１５に連結して組み立てられる。案内部品６
０は、上端開口４２が頭体１０の頭頂部に位置する。
【００５７】
　吊り下げ玩具１は、頭体（玩具本体）１０と案内部品６０が別部品であるため、頭体（
玩具本体）１０と案内部品６０の材質を異なるようにすることが可能となる。例えば、頭
体（玩具本体）１０をポリ塩化ビニル等の軟質素材で形成し、案内部品６０をＡＢＳ樹脂
等の硬質素材で形成し、係止フック５０をＡＢＳ樹脂又は金属の硬質素材で形成する。こ
のように形成すると、案内部品６０と係止フック５０の硬質素材同士の接触となるので、
案内部品６０と係止フック５０の摩擦抵抗が小さくなり、係止フック５０の出没がより一
層滑らかになる。
【００５８】
　人形玩具１を机、台上に立たせている時は、図１４（ａ）に示すように、係止フック５
０が自重により頭体１０のガイド凹部４１内に没入しているので、係止フック５０が人形
玩具１の見栄えを悪くすることもなく、邪魔に成るわけでもない（図２（ａ）参照）。人
形玩具１を、ストラップ、キーホルダー等の懸吊部材で吊り下げる場合は、人形玩具１を
逆さまにして、頭体１０の開口４２を下側に向けると、図１４（ｂ）に示すように、係止
フック５０が自重により頭体１０のガイド凹部４１内から突出するので（図２（ｂ）参照
）、係止フック５０の係止孔５１にストラップ、キーホルダー等の懸吊部材を引っ掛けて
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簡単に吊り下げることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
  本願考案は、上部に出没可能の係止フックを備えた人形玩具に利用可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　人形玩具（吊り下げ玩具）
　２　胴体
　３　上半身部
　４　腕部
　５　腕部
　６　脚部
　７　脚部
　８　首部
　８ａ　軸部
　８ｂ　フランジ
　１０　頭体（玩具本体）
　１１　前頭部（前体部）
　１２　顔面部
　１２ａ　接合面
　１３　前髪部
　１３ａ　接合面
　１５　後頭部（後体部）
　１５ａ　接合面
　１６ａ　中間嵌合凸部
　１６ｂ　中間嵌合凸部
　１７ａ　下部嵌合凸部
　１７ｂ　下部嵌合凸部
　１８ａ　上部嵌合凸部
　１８ｂ　上部嵌合凸部
　１９　前嵌合凹部
　２６ａ　中間嵌合凹部
　２６ｂ　中間嵌合凹部
　２７ａ　下部嵌合凹部
　２７ｂ　下部嵌合凹部
　２８ａ　上部嵌合凹部
　２８ｂ　上部嵌合凹部
　２９　後嵌合凹部
　３１　首部嵌合凹部
　３１ａ　半軸凹部
　３１ｂ　半フランジ凹部
　３２　首部嵌合凹部
　３２ａ　半軸凹部
　３２ｂ　半フランジ凹部
　３４　案内部
　３５　ガイド溝
　３５ａ　底壁
　３５ｂ　側壁
　３５ｃ　側壁
　３５ｄ　上端
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　３６　係合溝（係合部）
　３７　ガイド溝
　３７ａ　底壁
　３７ｂ　側壁
　３７ｃ　側壁
　３７ｄ　上端
　３８　係合溝（係合部）
　３９　ガイド溝
　３９ａ　底壁
　３９ｂ　側壁
　３９ｃ　側壁
　３９ｅ　下端
　３９ｄ　上端
　４１　ガイド凹部
　４２　開口
　４３　係合突起（係合部）
　４４　軸受穴
　５０　係止フック
　５１　係止孔
　５２　係合軸（被係合部）
　５３　上端部
　５４　係合長孔（被係合部）
　６０　案内部品
　６１　前部品
　６１ａ　接合面
　６２　後部品
　６２ａ　接合面
　６３　嵌合孔
　６４　嵌合軸
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